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十
七
世
紀
名
古
屋
城
二
之
丸
関
連
年
表

年

西
暦

月

日

内
容

典
拠
史
料

原
文

慶
長
十
五

一
六
一
〇

二
～
九

─

名
古
屋
城
築
城
開
始
、
九
月
ま
で
に
石
垣
普
請
が

完
了
す
る

「
当
代
記
」
慶
長
十
五
年
九
月
九
日
条
な
ど

九
日
、（
中
略
）、
此
比
名
護
屋
普
請
衆
縦
普
請
不
出
来
共
、
出
来
た
る
由
を

駿
府
江
令
言
上
、
物
主
々
々
は
可
被
帰
国
と
の
内
證
也
、
昨
八
日
に
羽
柴
三

左
衛
門
播
州
江
可
被
帰
と
て
、
名
護
屋
を
被
立

慶
長
十
六
頃

一
六
一
一
頃

─

─

平
岩
親
吉
の
屋
敷
（
主
計
屋
敷
）
が
二
之
丸
に
建

設
さ
れ
る

─

─

慶
長
十
六

一
六
一
一

三

十
一
～

十
二

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留

「
当
代
記
」
慶
長
十
六
年
三
月
十
一
～
十
三
日

条

十
一
日
名
護
屋
に
着
給
、（
後
略
）

四

二
十
二

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留

「
当
代
記
」
慶
長
十
六
年
卯
月
二
十
二
～

二
十
三
日
条

廿
二
日
、
家
康
公
、
加
納
江
御
成
、
其
日
名
護
屋
迄
御
出
、
廿
三
日
、
大
御

所
名
護
屋
御
立
、

十
二

晦

平
岩
親
吉
、
名
古
屋
城
二
之
丸
に
て
逝
去

「
編
年
大
略
」
慶
長
十
六
年
十
二
月
晦
日
条

「
当
代
記
」
慶
長
十
七
年
正
月
四
日
条

十
二
月
晦
日
、
平
岩
主
計
頭
親
吉
名
古
屋
二
之
丸
に
而
病
死
、
享
年
七
十　

号
平
田
院
越
翁
休
嶽
（
後
略
）（「
編
年
大
略
」）

（
正
月
）
四
日
、
平
岩
主
計
頭
、
去
朔
日
晩
に
於
名
古
屋
二
丸
死
去
、
今
日

大
御
所
聞
給
、
於
病
重
は
犬
山
へ
移
、
於
彼
地
可
相
果
を
、
於
名
古
屋
死
る

事
不
謂
の
由
曰
、
甚
無
興
し
給
（「
当
代
記
」）

慶
長
十
七

一
六
一
二

正

二
十
七
～

二
十
八

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留
、
二
之
丸
主
計
屋
敷

内
の
行
殿
を
御
座
所
と
す
る

「
当
代
記
」
慶
長
十
七
年
正
月
二
十
七
・
二
十
九

日
条

廿
七
日
、
大
御
所
岡
崎
よ
り
至
名
古
屋
着
給
、
古
平
岩
主
計
家
に
宿
給
、
但

新
殿
造
作
出
来
御
座
所
と
す
、（
正
月
二
十
七
日
条
）

─

─

本
丸
天
守
・
御
殿
作
事
が
始
ま
り
、
天
守
が
年
内

に
完
成
す
る

（
慶
長
十
七
年
）
六
月
二
十
八
日
付
中
井
正
清

宛
本
多
正
純
外
五
名
連
署
書
状
・（
同
年
）
極

月
三
十
日
付
中
井
正
清
宛
酒
井
忠
世
書
状
（
と

も
に
「
大
工
頭
中
井
家
文
書
」）
な
ど

（
前
略
）
尾
州
名
子
屋
御
作
事
致
出
来　

禁
中
就
御
作
事
ニ
京
都
ニ
御
上
候

由
、
彼
是
御
苦
労
御
機
遣
察
入
候
、（
後
略
）（〔
酒
井
忠
世
書
状
〕）

慶
長
十
八

一
六
一
三

十
一

─

（
二
之
丸
）
櫓
・
門
・「
唐
門
」
の
作
事
が
出
来
す

る

（
慶
長
十
八
年
）
霜
月
七
日
付
中
井
正
清
守
宛

藤
田
安
重
書
状
（「
大
工
頭
中
井
家
文
書
」）

（
前
略
）
爰
元
御
普
請
之
儀
者
、
皆
々
出
来
致
候
、
御
下
代
衆
も
頓
而
可
為

御
上
候
と
存
候
、
四
つ
之
御
矢
倉
・
二
つ
之
御
門
・
唐
門
共
ニ
皆
々
白
土
付

仕
廻
申
候
、（
後
略
）

慶
長
十
八
以
降

一
六
一
三
以
降

─

─

二
之
丸
に
成
瀬
・
竹
腰
屋
敷
が
建
設
さ
れ
る

「
編
年
大
略
」
慶
長
十
八
年
条

今
年
竹
腰
山
城
守
政
次
騎
馬
同
心
五
十
騎
被
為
属
云
　々

冨
永
丹
波
守
明
組

及
清
洲
輩
之
中
／
名
古
屋
山
城
守
屋
敷
作
事
未
有
之　

依
之
為
名
代
奥
田
忠

右
衛
門
父
善
太
夫
両
人
来
味
鏡
村
於
橋
爪
八
右
衛
門
宅　

同
心
中
之
礼
を
請

云
々

慶
長
十
九

一
六
一
四

九

─

福
島
正
則
の
丁
場
で
あ
る
本
丸
北
辺
の
石
垣
八
十

間
餘
が
八
月
に
崩
れ
、
同
家
家
中
の
者
が
普
請
す

る

「
当
代
記
」
慶
長
十
九
年
八
・
九
月
条

尾
州
名
護
屋
本
丸
殿
守
の
北
東
石
垣
八
十
間
餘
崩
、
是
福
島
左
衛
門
尉
手
前

也
、

十

十
七

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留
（
二
之
丸
滞
在
か
）
「
編
年
大
略
」
慶
長
十
九
年
十
月
十
七
日
条

一�

、
十
月
十
七
日　

神
君
名
護
屋
御
城
に
被
為
入　

一
日
御
滞
座
、
尾
崎
助

右
衛
門
定
正
被
召　

御
旗
奉
行
被
仰
付
云
々

十
一

二

将
軍
秀
忠
、
名
古
屋
城
逗
留
、
二
之
丸
主
計
屋
敷

を
御
座
所
と
す
る

（
慶
長
十
九
年
）
十
一
月
三
日
付
成
瀬
正
成
・

竹
腰
正
信
宛
志
水
忠
宗
書
状
写
（「
竹
腰
文
書

抄
」）

公
方
様
昨
二
日
ニ
当
城
へ
被
成　

御
着
座
、
す
く
ニ
二
ノ
丸
・
御
本
丸
・
ふ

け
の
丸
何
も
不
残
御
城
廻
被
成　

御
覧
、
一
段
御
機
嫌
能
御
座
候
、
御
本
丸

ニ
被
成　

御
座
候
様
ニ
と
達
而
申
上
候
へ
共
、　

宰
相
様
無
御
移
内
ハ
如
何

と
御
意
に
て
、
主
計
屋
敷
ニ
被
成　

御
座
、
今
三
日
ニ
大
垣
へ
御
出
馬
之
事

（
後
略
）

慶
長
二
十

一
六
一
五

正

七
～
八

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留
（
二
之
丸
滞
在
か
）
「
駿
府
記
」
慶
長
二
十
年
正
月
七
～
九
日
条

七
日
、
卯
刻
自
桑
名
被
召
御
船
、
令
着
那
護
屋
給
、
従
其
御
乗
馬
、
路
次
御

放
鷹
、
到
申
刻
、
入
御
于
那
護
屋
給
、
宰
相
殿
未
大
坂
御
滞
留
、
藤
田
民
部

少
輔
、
原
右
衛
門
御
馳
走
云
々
、（
正
月
七
日
条
）
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慶
長
二
十

一
六
一
五

二

三

将
軍
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留
（
二
之
丸
滞
在
か
）

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
慶
長
二
十
年
二
月
三

日
条

将
軍
様
去
月
廿
八
日
京
都　
　

御
立
、
今
日
名
古
屋　

御
城
江　

着
御
、
御

饗
応
有
之
、（
後
略
）

四

十
～
十
四

大
御
所
家
康
、
義
直
・
春
姫
（
高
原
院
）
婚
礼
の

た
め
名
古
屋
城
を
訪
れ
、
二
之
丸
を
御
座
所
と
す

る

「
駿
府
記
」
慶
長
二
十
年
四
月
十
～
十
五
日
条

今
日
宰
相
殿
三
日
之
御
祝
、
大
御
所
本
丸
渡
御
云
々
、（
四
月
十
四
日
条
）

元
和
元

七

二
十
三

将
軍
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留
（
二
之
丸
滞
在
か
）

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
元
和
元
年
七
月

二
十
三
日
条

将
軍
様
去
十
九
日
伏
見　
　

御
発
駕
、
名
古
屋
江　
　

着
御
、
御
饗
応
有
之
、

御
刀
〔
實
守
〕・
御
脇
差
〔
進
藤
五
〕
被
進
、従　
　

宰
相
様
茂
御
刀
〔
則
重
〕・

御
脇
差
〔
行
光
〕
御
差
上
之
、

八

十
～
十
二

大
御
所
家
康
、
名
古
屋
逗
留
（
二
之
丸
滞
在
か
）
「
駿
府
記
」
元
和
元
年
八
月
十
～
十
三
日
条
な

ど

十
日
、（
中
略
）、
申
刻
渡
御
名
護
屋
、
宰
相
殿
為
御
迎
令
出
給
云
々
、（
八

月
十
日
条
）

元
和
二

一
六
一
六

七

二
十
八

義
直
、
尾
張
入
部
に
つ
き
、
名
古
屋
城
本
丸
へ
入

る

「
旧
事
帳
」
元
和
二
年
七
月
二
十
五
日
条

「
編
年
大
略
」
元
和
二
年
条

廿
八
日
、
名
古
屋
ニ
着
、（
後
略
）（「
旧
事
帳
」）

一�

、
公
及　

相
応
院
殿
従
駿
府
御
入
城　

御
母
〈
公
〉
子
共
に
御
本
丸
御
在

住　

御
家
中
士
不
残
駿
府
引
払
云
々
（「
編
年
大
略
」）

元
和
三

一
六
一
七

十
一

二
十
三

二
之
丸
御
殿
出
来
に
つ
き
、
義
直
御
覧

「
旧
事
帳
」
元
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日
条

一�

、
同
廿
三
日
、
二
之
御
丸
御
作
事
出
来
ニ
付
、
為　
　

御
覧　

御
出
被
成

候

十
二

十
四

二
之
丸
相
応
院
御
殿
竣
工

「
旧
事
帳
」
元
和
三
年
十
二
月
十
四
日
条

一
、
同
十
四
日
、
二
之
御
丸　

御
袋
様　

御
殿
向
御
普
請
出
来
申
候

元
和
四

一
六
一
八

四

五

「
二
之
丸
御
庭
木
」
に
な
る
松
を
東
山
か
ら
取
り

寄
せ
る

「
旧
事
帳
」
元
和
四
年
四
月
五
日
条

一�

、
同
五
日
、
二
之
御
丸
御
庭
木
ニ
成
候
松
、
東
山
ゟ
数
多
御
取
寄
植
り
申

候

四

十
一

「
二
之
丸
御
庭
木
」
に
な
る
花
の
咲
く
木
の
献
上

を
命
ず
る

「
旧
事
帳
」
元
和
四
年
四
月
十
一
日
条

一�

、
同
十
一
日
、
二
之
御
丸
御
庭
木
ニ
成
候
間
、
何
ニ
而
も
花
咲
候
木
ニ
而

枝
振
能
木
品
有
合
候
者
ハ
上
ケ
申
様

元
和
五

一
六
一
九

五

二
十
二

将
軍
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留

『
徳
川
実
紀
』
元
和
五
年
五
月
二
十
二
日
条

廿
二
日
名
古
屋

九

二
十
一

将
軍
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留
か

『
徳
川
実
紀
』
元
和
五
年
九
月
二
十
一
日
条

廿
一
日
名
古
屋
に
と
ま
ら
せ
給
ふ

─

─

相
応
院
、
江
戸
へ
下
向
す
る

「
編
年
大
略
」
元
和
五
年
条

一�

相
応
院
殿
江
戸
御
下
向
／
月
日
未
詳　

或
云
翌
申
年
伝
云　

今
年
駿
河
頼

宣
卿
紀
州
御
国
替　

母
公
養
珠
院
殿
従
駿
州
直
に
江
戸
御
下
向　

依
之　

相
応
院
殿
亦
御
下
向
云
　々

江
戸
御
屋
敷
不
詳

元
和
六

一
六
二
〇

五

二
十
三

義
直
、
二
之
丸
へ
御
成
し
、「
御
庭
石
」
の
取
り

寄
せ
を
命
ず
る

「
旧
事
帳
」
元
和
六
年
五
月
二
十
三
日
条

一�

、
同
廿
三
日
、
御
二
之
丸
江　

御
出
、
御
庭
石
取
寄
居
候
様
ニ
与
被　

仰

付

九

二
十
四

義
直
、
二
之
丸
へ
御
成
し
、「
紅
葉
御
覧
」
を
催

す

「
旧
事
帳
」
元
和
六
年
九
月
二
十
四
日
条

一�

同
廿
四
日
、
御
二
之
丸
江　

御
出
被
成
、
紅
葉　
　

御
覧
、
御
酒
宴
、
御

側
之
御
小
性
衆
・
御
茶
坊
主
狂
言
仕
候
而　

御
覧
被
成
候

─

─

義
直
、
二
之
丸
へ
移
徙
（
移
徙
の
儀
式
か
）

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
元
和
六
年
条

一
、
此
年
、
二
丸
江　

御
移
徙
有
之
、

元
和
七

一
六
二
一

二

─

義
直
、
こ
の
月
よ
り
二
之
丸
に
居
住
す
る

「
旧
事
帳
」
元
和
七
年
二
月
十
九
日
条

一
同
十
九
日
、　

御
本
丸
江　

御
出
被
成
候

元
和
九

一
六
二
三

閏
八

十
二

将
軍
家
光
、
名
古
屋
逗
留
、
本
丸
に
て
饗
応
あ
り
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
元
和
九
年
閏
八
月

十
二
日
条

公
方
様
御
下
向
、
今
日
名
古
屋　
　

御
城
江
被
為　

入
、
於
御
本
丸
御
饗
応

有
之
、
御
太
刀
〔
則
宗
〕・
御
刀
〔
来
国
光
〕・
御
脇
指
〔
左
文
字
〕・
御
馬

弐
疋
御
頂
戴
、
御
太
刀
〔
光
忠
〕・
御
刀
〔
二
字
国
俊
〕・
御
脇
指
〔
光
包
〕

御
差
上
有
之
、

閏
八

二
十
三

大
御
所
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留
、
本
丸
へ
入
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
元
和
九
年
閏
八
月

二
十
三
～
二
十
四
日
条

大
御
所
様
御
下
向
、
今
日
名
古
屋　
　

御
本
丸
江
被
為　

入
、
御
饗
応
有
之
、

（
後
略
）（
壬
八
月
廿
三
日
条
）

寛
永
元

一
六
二
四

正

─

お
さ
い
（
義
直
御
内
証
、
貞
松
院
）、
京
都
よ
り

名
古
屋
へ
下
向
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
元
年
正
月
条

一
、
此
月
、　　

於
佐
井
御
方
京
都
ゟ
名
古
屋
江
御
下
向
、

寛
永
二

一
六
二
五

七

二
十
九

お
尉
（
義
直
側
妾
、
乾
・
歓
喜
院
）、
名
古
屋
に

お
い
て
光
友
を
出
産
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
二
年
七
月

二
十
九
日
条

乾
御
方
於
名
古
屋
安
産
、　　

御
男
子
様
御
誕
生
、
御
名　
　

蔵
人
様
ト
奉

称
〔
後
出
雲
ニ
御
改
、
年
月
不
詳
〕

寛
永
三

一
六
二
六

六

十
六

お
さ
い
、
名
古
屋
に
お
い
て
京
姫
を
出
産
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
三
年
六
月
十
六

日
条

於
佐
井
御
方
名
古
屋
お
ゐ
て
御
平
産
、　　

御
女
子
御
誕
生
、
御
名　
　

鶴

姫
様
ト
奉
称

十

九

大
御
所
秀
忠
、
名
古
屋
逗
留

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
三
年
十
月
九
～

十
日
条

大
御
所
様
名
古
屋
江　
　

着
御
、
御
腰
物
〔
志
津
〕
御
頂
戴
、　　

大
御
所

様
江
も
御
脇
指
〔
浮
田
志
津
〕
御
指
上
之
、（
後
略
）
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寛
永
五

一
六
二
八

六

二
十
六

二
之
丸
作
事
大
形
出
来
、
御
門
柱
立
あ
り

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
五
年
六
月

二
十
六
日
条

名
古
屋　
　

御
城　

御
本
丸
御
作
事
御
広
間
内
造
作
、　　

二
之
丸
御
作
事

大
形
出
来
、
御
門
今
日
御
柱
立
有
之
、
其
外
御
作
事
大
形
出
来
、

七

─

二
之
丸
作
事
出
来
、
御
鑓
之
間
御
番
始
ま
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
五
年
七
月
条

一�

、
此
月
、
二
之
丸
御
作
事
出
来
ニ
付
、
御
鎗
之
間
御
番
之
儀
、
遠
山
掃
部

助
同
心
相
勤
候
様
被　

仰
付

寛
永
六

一
六
二
九

十
二

六

林
羅
山
、
名
古
屋
城
二
之
丸
を
来
訪
し
、
聖
堂
を

拝
す
る

「
羅
山
先
生
文
集
」
巻
第
六
十
四
巻

拝
尾
陽
聖
堂
〔
寛
永
六
年
自
京
赴
東
武
時
遇
此
〕

己
巳
十
二
月
六
日
、
赴
尾
州
奉
謁
亜
相
（
中
略
）、
未
刻
亜
相
帰
城
、
余
亦

従
入
焉
、
坐
定
而
後
拝
孔
子
堂
（
後
略
）

寛
永
七

一
六
三
〇

─

─

二
之
丸
東
石
垣
二
十
間
余
崩
落
に
つ
き
、
修
復
普

請

（
寛
永
七
年
）
八
月
十
三
日
付
竹
腰
正
信
・
成

瀬
正
虎
宛
伊
丹
康
勝
書
状
（「
徳
川
美
術
館
所

蔵
文
書
」）
な
ど

（
前
略
）
去
月
（
七
月
）
廿
八
日
之
雨
ニ
而
御
城
二
丸
東
之
方
石
垣
廿
間
余

崩
申
、（
中
略
）
破
損
之
御
普
請
被
仰
付
度
思
召
、（
後
略
）

寛
永
十

一
六
三
三

二

十
八

名
古
屋
城
内
聖
堂
に
お
い
て
釈
菜
を
執
行
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
二
月
十
八

日
条

一
、
尾
州
御
城
内
ニ
先
達
御
取
建
之
於
聖
堂
、
釈
菜
御
執
行

五

十
三

春
姫
・
光
友
・
京
姫
、
江
戸
へ
下
向
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
五
月
十
三

日
条

御
簾
中
様
・　

五
郎
八
様
・　
　

御
姫
様
、
江
戸　

御
着
座
、　　

相
應
院

様　

御
対
顔
有
之
、

五

二
十
三

義
直
、
鳥
羽
城
主
内
藤
忠
重
へ
御
庭
石
を
所
望
す

る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
五
月

二
十
三
日
条

一�

、
志
州
鳥
羽
之
城
主
内
藤
伊
賀
守
江
、
年
寄
中
奉
状
を
以
御
庭
石
御
所
望

有
之
、

七

二
十
四

先
聖
殿
額
の
認
め
出
来
に
つ
き
、
竹
内
門
跡
に
御

挨
拶
書
を
遣
わ
す

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
七
月

二
十
四
日
条

一�

、
竹
内
門
跡
江
御
頼
被　

仰
遣
候
先
聖
殿
額
認
出
来
付
、
為
御
挨
拶　

御

書
被
遣
之

八

十
七

内
藤
忠
重
、
義
直
へ
庭
石
を
進
上
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
八
月
十
七

日
条

内
藤
伊
賀
守
よ
り
先
達
而
御
所
望
之
庭
石
進
上
ニ
付
御
書
被
遣
之
、

九

十
六

松
平
因
幡
守
よ
り
権
現
様
軍
法
書
物
を
進
上
す
る
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
年
九
月
十
六

日
条

一
、
松
平
因
幡
守
ゟ
権
現
様
御
軍
法
之
書
物
、
飛
脚
を
以
進
上
有
之

十

二
十
八

義
直
、
尾
州
東
照
宮
勧
請
を
懇
望
、
堀
杏
庵
を
使

者
と
す
る

こ
の
時
期
、
二
之
丸
御
庭
内
に
東
照
宮
御
神
体
を

勧
請
か

「
古
田
家
の
記
録
抜
書
」

古
田
家
の
記
録
抜
書

寛
永
十
年
十
月
廿
八
日

一�

、
尾
州
東
照
宮
御
神
体
勧
請
之
事
、
大
納
言
様
よ
り
御
懇
望
之
旨
、
申
来
、

御
使
者
、
正
意
（
堀
杏
庵
）

寛
永
十
一

一
六
三
四

七

四
～
五

将
軍
家
光
、
名
古
屋
城
滞
在

義
直
、五
日
に
将
軍
家
光
を
二
之
丸
に
て
饗
応
し
、

将
軍
家
光
、
二
之
丸
御
殿
御
座
之
間
・
竹
楼
閣
・

権
現
山
へ
立
ち
寄
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
一
年
七
月
四

～
六
日
条

『
徳
川
実
紀
』
寛
永
十
一
年
七
月
五
日
条

「
将
軍
家
光
公
御
上
洛
之
記
」
寛
永
十
一
年
七

月
五
日
条

公
方
様　

御
滞
留
、
二
丸
御
座
之
間
お
い
て
御
饗
応
有
之
候
処
、
御
秘
蔵
之

靏
捉
之
御
鷹
并
御
馬
一
疋
被
進
之
、
此
節　
　

権
現
様　

御
自
筆
之
軍
法
并

御
鉄
砲
五
挺
御
差
上
、
且
竹
楼
等
ニ
而
も
御
饗
応
有
之
、
／
御
供
之
御
老
中

初
、
所
々
お
い
て
御
馳
走
有
之
、
惣
御
供
中
江
御
配
兵
粮
被
遣
之
、（『
源
敬

様
御
代
御
記
録
』）

五
日
名
古
屋
温
御
滞
座
（
中
略
）
こ
の
二
丸
に
は
か
ね
て
神
宮
を
い
と
な
み
、

神
意
を
奉
安
せ
ら
れ
た
れ
ば
御
拝
あ
り
（『
徳
川
実
紀
』）

二
丸
の
霊
神
の
御
宮
居
を
か
う
〳
〵
し
く
あ
か
め
さ
せ
給
ひ
、
其
砌
に
山
水

を
お
と
さ
せ
て
、
所
々
の
殿
に
金
銀
を
ち
り
は
め
給
ひ
、（
後
略
）（「
将
軍

家
光
公
御
上
洛
之
記
」）

寛
永
十
四

一
六
三
七

四

二
十
三

春
姫
、
江
戸
に
て
逝
去

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
四
年
四
月

二
十
三
日
条

御
簾
中
様
御
不
例
、
四
・
五
日
以
前
よ
り
御
差
重
り
、
今
巳
下
刻　

御
逝
去
、

寛
永
十
六

一
六
三
九

八

二
十
六

お
さ
い
、
江
戸
へ
下
向
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
十
六
年
八
月

二
十
六
日
条

二
丸
様
今
日
江
戸
江
御
到
着
御
到
着
、
／
此
節
よ
り　
　

奥
様
与
奉
称
、

寛
永
二
十

一
六
四
三

二

─

京
姫
、
尾
張
へ
帰
国
し
二
之
丸
へ
入
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
寛
永
二
十
年
二
月
条

一�

、
此
月
、　　

御
姫
様
江
戸　
　

御
發
輿
、
尾
州
江
御
登
有
之
、
二
之
丸
ニ

被
成
御
座
、

正
保
二

一
六
四
五

九

晦

京
姫
、
江
戸
へ
下
向
す
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
正
保
二
年
九
月
晦
日

条

一�

、
御
姫
様
品
川　

御
昼
休
、
江
戸　
　

御
着
座
、
千
駄
ヶ
谷
御
屋
敷
ニ
御

住
居
有
之
、
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慶
安
三

一
六
五
〇

四

─

京
姫
、
尾
張
へ
帰
国
し
、
二
之
丸
へ
入
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
慶
安
三
年
四
月
十
一

日
条

御
姫
様
江
戸　

御
発
輿
、
東
海
道
尾
州
江　
　

御
登
有
之
、
／
十
四
日
沼
津
、

十
八
日
荒
居　
　

御
泊
、
名
古
屋
御
着
座
之
節
、
二
之
丸
江
被
為　

入
、

五

七

義
直
、
江
戸
に
て
逝
去

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
慶
安
三
年
五
月
七
日

条

一
、
御
養
生
不
被
為　

叶
、
今
辰
刻
於
新
御
屋
敷　
　

御
逝
去
、

六

三

貞
松
院
（
お
さ
い
）、
尾
張
へ
帰
国
し
二
之
丸
に

入
る

『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
慶
安
三
年
六
月
三
日

条

貞
松
院
様
今
日
名
古
屋　
　

御
到
輿
着
輿

六

二
十
八

光
友
、
家
督
相
続

『
瑞
龍
公
実
録
』
慶
安
三
年
六
月
二
十
八
日
条

一�

、六
月
廿
八
日
、為　

上
使
酒
井
讃
岐
守
殿
〔
執
政
忠
勝
〕、上
使
屋
敷
〔
鼡

穴
〕、
参
同
、
於　

御
対
面
所
色
々
御
懇
之　
　

上
意
、
尾
張
国
其
外
所
　々

御
跡
職
無
相
違
、　　

宰
相
様
江
被
為
進
候
間
、
御
仕
置
被
成
候
様
ニ
と　
　

上
意
之
由
也
、（
後
略
）

慶
安
四

一
六
五
一

二

二
十
八

京
姫
、
広
幡
忠
幸
と
の
婚
礼
の
た
め
、
二
之
丸
東

鐵
門
よ
り
向
御
屋
敷
へ
出
輿

『
瑞
龍
公
実
録
』
慶
安
四
年
二
月
二
十
八
日
条

一
、
同
廿
八
日
、
御
姫
様
〔
普
峯
院
殿
〕
御
婚
礼
〔
二
丸
東
丸
ゟ
御
出
輿
〕

七

三

光
友
、
原
則
と
し
て
二
之
丸
東
鉄
御
門
を
閉
め
置

き
、
一
切
出
入
無
用
と
す
る

「
御
日
記
」
慶
安
四
年
七
月
三
日
条

二
之
丸
東
之
御
門
〆
置
一
切
出
入
無
用
ニ
仕
、
西
之
御
門
ゟ
出
入
可
仕
旨
被　

仰
出
之

八

八

義
昌
（
次
郎
太
、
母
お
な
あ
〈
松
寿
院
〉）
が
伊

勢
に
て
光
友
の
子
息
と
し
て
誕
生
し
、
そ
の
後
、

二
之
丸
に
て
養
育
さ
れ
る

『
瑞
龍
公
実
録
』
慶
安
四
年
八
月
八
日
条

一�

、
八
月
八
日
、
次
郎
太
様
於
勢
州
一
身
田
御
誕
生
、
母
公
於
奈
阿
御
方
〔
萬

治
元
年
改
綾
小
路
、
寛
文
四
年
中
務
、
延
寶
二
年
改
勘
解
由
小
路
、
薙
髪

后
號
松
壽
院
殿
、
樋
口
参
議
信
孝
女
〕、
津
田
露
白
隠
居
、
一
身
田
近
郷
故
、

御
妊
胎
之
内
被
遷
彼
地
、
露
白
潜
承
仰
保
護
之
、
御
平
産
之
後
尾
州
江
御

引
取
、
貞
松
院
殿
御
一
所
ニ
二
之
丸
ニ
而
御
養
育
、
萬
治
元
年　

瑞
龍
公

御
上
國
以
後
、
表
向
御
附
人
等
被　

仰
付
〔
御
守
守
屋
伊
兵
衛
〕、〔
津
田

露
白
ハ
、
貞
松
院
様
御
兄
、
俗
名
九
郎
次
郎
、
又
蔵
人
、
薙
髪
號
露
白
〕

九

二
十
二

光
友
、
源
敬
様
御
祠
堂
を
二
之
丸
に
建
立
す
る

「
御
日
記
」
慶
安
四
年
九
月
二
十
二
日
条

源
敬
様
御
祠
堂
二
之
御
丸
ニ
御
取
建

慶
安
五

一
六
五
二

八

二

綱
誠
、
江
戸
に
て
誕
生
す
る

「
御
日
記
」
慶
安
五
年
八
月
二
日
条

姫
君
様
、
今
日
卯
上
刻　

御
安
産
、
御
男
子
御
誕
生

承
応
元

一
六
五
二

十

─

光
友
、
二
之
丸
の
御
宮
を
建
中
寺
鎮
守
堂
に
移
す
「
御
日
記
」
承
応
元
年
十
月
条

一
、二
之
丸
ニ
在
之
候　

御
宮
、
建
中
寺
鎮
守
堂
ニ
為
建
候
様
此
月
被
仰
出

候

承
応
二

一
六
五
三

十
二

十

光
友
、
京
姫
屋
敷
東
北
の
空
き
地
に
貞
松
院
中
屋

敷
用
地
と
す
る
こ
と
を
命
ず
る

「
御
日
記
」
承
応
二
年
十
二
月
十
日
条

御
姫
様
御
屋
敷
東
北
ニ
明
地
有
之
候
付
、　　
　

貞
松
院
様
御
中
屋
敷
ニ
被

進
旨
被　
　

仰
出
之

明
暦
二

一
六
五
六

五

七

女
中
・
御
家
中
の
妻
子
等
、「
貞
松
院
様
・
御
姫

様
被
為　

入
候
節
之
御
假
屋
」
に
お
い
て
御
経
聴

聞
す
る

「
御
日
記
」
明
暦
二
年
五
月
七
日
条

一�

、
女
中
并
御
家
中
之
妻
子
等　
　

貞
松
院
様
・
御
姫
様
被
為　

入
候
節
之

御
假
屋
お
ゐ
て
御
経
聴
聞
仕

万
治
二

一
六
五
九

四

十
五

光
友
、
二
之
丸
御
殿
奥
御
舞
台
に
お
い
て
能
を
張

行
す
る

「
御
日
記
」
万
治
二
年
四
月
十
五
日
条

奥
御
舞
台
お
ゐ
て
昨
今
御
能
被
遊
、
当
番
之
輩
拝
見
被　
　

仰
付
之

万
治
三

一
六
六
〇

四

十
一

こ
の
と
き
ま
で
に
二
之
丸
御
座
之
間
・
義
昌
御
部

屋
の
作
事
が
完
了
す
る

「
御
日
記
」
万
治
三
年
四
月
十
一
日
条

二
之
丸
御
座
之
間
并
出
雲
殿
御
部
屋
御
作
事
御
用
相
勤
候
付
、　

白
銀
廿
枚

時
服
三
被
下
置
旨
／
御
番
頭
榊
原
勘
解
由　
　

九

二
十
二

貞
松
院
三
之
丸
屋
敷
作
事
落
成

『
瑞
龍
公
実
録
』
万
治
三
年
九
月
二
十
二
日
条

一�

、
九
月
廿
二
日
、
貞
松
院
様
三
丸
御
屋
鋪
御
作
事
落
成
、
是
今
年
従
二
丸　

御
出
之
筈
ニ
而
、
三
之
丸
北
土
居
方
（
中
略
）、
今
日
落
畢
、
御
移
徙
、

霜
月
云
々
、

九

二
十
七

貞
松
院
、
三
之
丸
新
邸
へ
移
徙
の
儀
礼
あ
り

「
御
日
記
」
万
治
三
年
九
月
二
十
七
日
条

貞
松
院
様
御
新
宅
江
御
移
徙
／
御
作
事
未
皆
出
来
ニ
者
無
之
候
得
共
、
来
月

ハ
御
指
支
有
之
候
付
、
先
仮
ニ
御
移
徙
有
之

十

十
五

貞
松
院
、
三
之
丸
新
邸
へ
引
き
移
る

「
御
日
記
」
万
治
三
年
十
月
十
五
日
条

貞
松
院
様
御
新
宅
御
造
畢
御
引
移
有
之

─

─

義
昌
・
お
な
あ
（
松
寿
院
）、
二
之
丸
「
貞
松
院

様
御
跡
」
へ
入
る

『
瑞
龍
公
実
録
』
万
治
三
年
九
月
二
十
七
日
条

二
丸　

貞
松
院
様
御
跡
へ
、
次
郎
太
様
・
御
母
儀
お
な
あ
御
方
御
移
徙
、
是

表
向
粗
露
顕
云
々
、
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寛
文
三

一
六
六
三

十

一

二
之
丸
内
の
竹
腰
・
成
瀬
屋
敷
の
替
地
を
三
之
丸

へ
下
賜
し
、
引
料
千
両
宛
を
与
え
る
こ
と
を
両
家

へ
申
し
渡
す

「
御
日
記
」
寛
文
三
年
十
月
一
日
条

竹
腰
山
城
守
・
成
瀬
隼
人
正
屋
敷
、
是
迄
二
之
丸
内
ニ
候
處
、
今
度
三
之
丸

ニ
而
替
被
下
置
為
引
料
金
千
両
ツ
ヽ
被
下
置
旨
、
山
城
守
江　

御
直
ニ　

御

意
有
之

一�

隼
人
正
義
者
尾
州
ニ
罷
在
候
付
、
於
彼
地
申
渡
之
／
同
人
江
被
下
置
候
引

料
之
義
者
御
断
申
上
之

十

─

光
友
、
二
之
丸
御
黒
門
御
長
屋
作
事
を
命
じ
、
御

長
屋
が
十
五
間
南
へ
張
り
出
す
（
作
事
は
翌
年
三

月
ま
で
に
出
来
）

『
瑞
龍
公
実
録
』
寛
文
三
年
十
月
条

一�

、
十
月
、
二
之
丸
御
黒
門
御
長
屋
御
作
事
被　

仰
付
、
為
奉
行
、
御
用
人

小
瀬
新
右
衛
門
従
江
戸
上
着
、
御
作
事
奉
行
本
多
伊
右
衛
門
被
仰
付
、
竹

腰
・
成
瀬
跡
宅
地
御
長
屋
拾
五
間
南
へ
出
、
御
玄
関
前
為
廣
地
、
翌
甲
辰

三
月
御
帰
城
以
前
造
畢
と
云
々
、

寛
文
四

一
六
六
四

八

五

光
友
、
向
御
屋
敷
馬
場
に
て
御
馬
御
覧
あ
り
（
こ

の
頃
ま
で
に
向
御
屋
敷
は
作
事
出
来
）

『
瑞
龍
公
実
録
』
寛
文
四
年
八
月
五
日
条

向
御
屋
敷
馬
場
江
被
為　

成
、
御
馬　

御
覧
有
之

十
一

一

光
友
、
広
幡
忠
幸
御
屋
敷
へ
移
徙
す
る
よ
う
義
昌

へ
伝
え
る

『
瑞
龍
公
実
録
』
寛
文
四
年
十
一
月
一
日
条

一�

、
出
雲
殿
御
部
屋
之
儀
、　

御
城
中
ニ
而
手
狭
ニ
付
、　　

廣
幡
様
是
迄
御

住
居
之
御
屋
敷
江
先
被
引
移
候
様　
　

御
直
ニ
出
雲
殿
江　
　

御
意
有
之

十
一

十
四

義
昌
、
三
之
丸
旧
広
幡
忠
幸
御
屋
敷
へ
移
徙
す
る
『
瑞
龍
公
実
録
』
寛
文
四
年
十
一
月
十
四
日
条

出
雲
殿
今
日
御
移
徙
ニ
付
、
於
御
座
之
間
御
礼
被
申
上
、
二
種
一
荷
被
指
上

之

─

─

光
友
、
若
宮
八
幡
宮
を
改
修
し
、
名
古
屋
城
内
の

熊
野
社
を
若
宮
八
幡
宮
の
末
社
と
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
四
年
条

「
那
古
野
府
城
志
」
末
広
町
若
宮
項

「
寺
社
志
」

一�

、
此
年
若
宮
八
幡
之
祠
殿
御
修
造
有
之
、
摂
社
熊
野
祠
〔
元
在
御
城
中
〕

此
所
江
御
移
有
之
（「
御
日
記
」）

一�

末
広
町
若
宮
（
中
略
）
摂
社　

熊
野
祠　

旧
在
于
金
城
内
、
寛
文
四
年
遷

座
（「
那
古
野
府
城
志
」）

寛
文
五

一
六
六
五

六

五

二
之
丸
東
鉄
御
門
御
普
請
が
始
ま
る

「
御
日
記
」
寛
文
五
年
六
月
五
日
条

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

一
、
今
日
吉
辰
ニ
付
、
二
之
丸
東
之
御
門
御
普
請
初

九

─

二
之
丸
東
御
門
、
御
多
門
・
御
門
内
外
御
番
所
ま

で
御
普
請
残
ら
ず
出
来
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
五
年
九
月
条

一�

、
二
之
丸
東
御
門
御
多
門
并
御
門
内
外
御
番
所
迄
、
此
月
御
普
請
不
残
出

来

寛
文
六

一
六
六
六

正

十
八

こ
の
と
き
ま
で
に
二
之
丸
御
城
内
水
道
普
請
出
来

す
る

「
御
日
記
」
寛
文
六
年
正
月
十
八
日
条

一�

、
二
之
丸　

御
城
内
水
道
悪
敷
兼
々
不
慮　

思
召
候
處
、
成
瀬
靫
負
申
上

候
通
被　

仰
付
、
殊
ニ
石
垣
危
く
候
處
、
堅
固
ニ
御
普
請
出
来
之
段
御
機

嫌
被　

思
召
候
、
靫
負
并
山
澄
淡
路
守
節
々
罷
出
、
諸
事
指
図
を
も
加
へ

候
故
与
被　

思
召
候
旨
、
右
両
人
江
御
意
有
之

十

─

光
友
、「
御
天
守
ゟ
北
之
御
門
江
水
落
し
候
水
道
」

を
「
石
水
道
」
へ
仕
替
え
る
よ
う
、
こ
の
月
命
ず

る

「
御
日
記
」
寛
文
六
年
十
月
二
十
九
日
条

一�

、
御
天
守
ゟ
北
之
御
門
江
水
落
し
候
水
道
、
石
水
道
ニ
仕
替
之
義
、
此
月

被　

仰
出
之

十
一

二
十
一

成
瀬
正
親
上
屋
敷
作
事
出
来
す
る
（
二
之
丸
屋
敷

の
替
宅
）

「
御
日
記
」
寛
文
六
年
十
一
月
二
十
一
日
条

成
瀬
隼
人
正
上
屋
敷
新
宅
作
事
出
来
、
明
日　
　

御
成
ニ
付
為
御
礼
隼
人
正

登　

城
有
之

寛
文
七

一
六
六
七

八

─

本
丸
・
二
之
丸
御
矢
倉
御
門
御
多
門
そ
の
他
所
々

破
損
修
復
、
残
ら
ず
出
来
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
七
年
八
月
条

一�

、
当
春
被　

仰
付
候
御
本
丸
二
之
丸
御
矢
倉
御
門
御
多
門
其
外
所
々
破
損

御
修
覆
、
此
月
迄
ニ
不
残
出
来

寛
文
九

一
六
六
九

三
～
閏
十

─

天
守
破
損
修
復
の
た
め
の
普
請

「
圀
秘
録　

御
天
守
御
修
復
留
」（
上
）

寛
文
九
己
酉
三
月
中
旬
ゟ
取
懸
り
、
同
閏
十
月
上
旬
ニ
仕
廻

寛
文
十

一
六
七
〇

七

十
八

光
友
、
本
丸
へ
巡
覧
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
十
年
七
月
十
八
日
条

一
、
御
本
丸
江
被
為　

成

─

─

光
友
、
権
現
山
に
愛
宕
権
現
を
勧
請
す
る

「
尾
州
御
留
守
日
記
」
安
政
四
年
閏
五
月

二
十
三
日
条

寛
文
十
戌
年
、
瑞
龍
院
様
御
代
、
御
城
上
御
庭
御
築
山
ニ
為
火
災
除
愛
宕
大

権
現
勧
請
仕
候
様
ニ
と
被
仰
付
、
右
御
神
事
御
用
相
勤
御
札
守
献
上
仕
候

寛
文
十
二

一
六
七
二

五

五

大
雨
の
た
め
、
二
之
丸
東
鉄
御
門
外
南
の
方
塀
下

の
石
垣
十
一
二
間
が
崩
れ
る

「
御
日
記
」
寛
文
十
二
年
五
月
五
日
条

一�

、
比
日
中
霖
雨
打
続
、
洪
水
ニ
而
今
夕
二
之
丸
東
鉄
御
門
外
南
之
方
塀
下

之
石
垣
十
一
二
間
崩
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寛
文
十
三

一
六
七
三

二

十
一

光
友
、
本
丸
へ
巡
覧
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
十
三
年
二
月
十
一
日
条

黒
御
門
前
之
馬
場
江
被
為　

成
、
夫
ゟ
御
本
丸
江
被
為　

入

五

二
十
五

二
之
丸
御
部
屋
御
作
事
出
来
す
る
（
お
な
あ
の
御

部
屋
か
）

「
御
日
記
」
寛
文
十
三
年
五
月
二
十
五
日
条
、

六
月
十
四
日
条

一
、二
之
丸
御
作
事
出
来
（
五
月
二
十
五
日
条
）

七

二
十
六

二
之
丸
東
御
門
外
南
石
垣
の
普
請
、
こ
の
日
ま
で

に
出
来
す
る

「
御
日
記
」
寛
文
十
三
年
七
月
二
十
六
日
条

二
之
丸
東
御
門
外
南
石
垣
御
普
請
今
日
迄
ニ
出
来

延
宝
三

一
六
七
五

五

十
八

綱
誠
、
尾
張
へ
初
入
国

『
瑞
龍
公
実
録
』
延
宝
三
年
五
月
九
日
条

一
、五
月
九
日
、
江
戸
御
發
駕
〔
東
海
道
〕、
同
月
十
八
日
、
尾
州
御
着
座
、

延
宝
四

一
六
七
六

四

─

光
友
、
本
丸
で
開
け
お
い
て
き
た
門
（
不
明
御
門

か
）
を
閉
め
置
く
よ
う
に
命
ず
る

「
御
日
記
」
延
宝
四
年
四
月
条

一�

、
御
本
丸
之
内
、
只
今
迠
明
置
来
候
御
門
之
儀
、
自
今
以
後
御
門
〆
為
置

候
様
、
此
月
被　

仰
付
、
右
御
門
〆
置
候
儀
、
并
両
御
門
を
相
守
候
様
ニ

御
足
軽
頭
御
番
可
申
付
旨
被　

仰
出

延
宝
五

一
六
七
七

─

─

光
友
、
愛
宕
権
現
を
権
現
山
中
腹
に
移
し
、
秋
葉
・

稲
荷
社
を
山
頂
に
勧
請
す
る

「
尾
州
御
留
守
日
記
」
安
政
四
年
閏
五
月

二
十
四
日
条

延
宝
五
年
巳
五
月
、
瑞
竜
院
様
格
別
之　

思
召
を
以
、
右
愛
宕
大
権
現
中
段

江
御
迂
宮
仕
候
而
、其
跡
江
秋
葉
宮　

稲
荷
宮
勧
請
仕
候
様
ニ
と
被　

仰
付
、

右　

御
神
事
御
用
相
勤

御
札
守
献
上
仕
候

延
宝
七

一
六
七
九

─

─

三
之
丸
南
方
土
居
下
水
道
修
復
の
た
め
の
作
事

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

尾
州
名
古
屋
城
三
之
丸
南
方
土
居
下
水
道
損
、
東
頬
水
落
悪
敷
候
付
而
、
水

道
伏
直
、
土
居
被
築
直
度
之
由
、
絵
図
之
通
得
其
意
存
候
、
如
元
可
有
御
普

請
候
、
此
旨
可
被
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、（
後
略
）

天
和
二

一
八
八
二

七

─

こ
の
月
、
御
本
丸
石
垣
（
東
北
角
石
垣
）
普
請
出

来
す
る

「
御
日
記
」
天
和
二
年
七
月
条

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

一
、
此
月
御
本
丸
石
垣
御
普
請
様
子
能
出
来
、
御
機
嫌
被　
　

思
食
、（
後
略
）

（「
御
日
記
」）

貞
享
二

一
六
八
五

六
～
十
一

─

天
守
修
復
の
た
め
の
作
事

「
圀
秘
録　

御
天
守
御
修
復
留
」（
上
）

貞
享
弐
乙
丑
六
月
中
旬
ゟ
取
懸
、
同
十
一
月
中
旬
ニ
仕
廻

─

─

友
重
（
光
友
子
息
、
六
郎
）、
二
之
丸
か
ら
三
之

丸
貞
松
院
明
屋
敷
へ
移
徙
す
る

「
金
府
紀
較
」
貞
享
二
年
条

「
御
日
記
」
貞
享
二
年
四
月
二
十
七
日
条

貞
享
二
丑
年
、
六
郎
友
重
生
〔
光
友
公
御
五
男
〕
二
之
丸
よ
り
貞
松
院
様
御

明
屋
敷
へ
御
移
徙
（「
金
府
紀
較
」）

一
、六
郎
殿
拝
領
之
御
屋
敷
江
引
移
ニ
付
御
礼
被
申
上
之
（「
御
日
記
」）

元
禄
二

一
六
八
九

九

五

友
重
（
光
友
子
息
、六
郎
）、三
之
丸
屋
敷
か
ら
「
東

新
御
屋
敷
」
へ
移
徙
す
る

「
御
日
記
」
元
禄
二
年
九
月
五
日
条

六
郎
殿
御
気
色
御
養
生
と
し
て
東
新
御
屋
敷
御
作
事
被　

仰
付
、
御
移
被
成

候
様
野
崎
主
税
を
以
被　

仰
進
、
今
日
右
御
屋
鋪
江
御
移
ニ
付
、
御
使
を
以

御
肴
一
種
被
進
、　　

中
将
様
よ
り
も
御
使
を
以
御
同
様
被
進
之

─

─

二
之
丸
惣
構
東
之
方
堀
道
通
之
方
石
垣
、
三
之
丸

水
道
、
修
復
普
請

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

尾
州
名
護
屋
城
二
丸
惣
構
東
之
方
、
堀
道
通
之
方
、
石
垣
之
裏
土
二
ヶ
所
崩
、

石
少
々
落
候
付
而
築
直
事
、
三
丸
之
内
水
道
損
水
吹
悪
付
而
、
土
居
堀
樋
伏

直
、
土
居
如
元
築
直
之
儀
、
絵
図
・
書
付
之
趣
、
得
其
意
存
候
、
可
為
御
願

之
通
之
旨
、（
後
略
）

元
禄
三

一
六
九
〇

六

─

光
友
、
二
之
丸
表
御
舞
台
作
事
を
命
じ
、
舞
台
西

方
に
楽
屋
通
道
廊
下
を
建
造
す
る

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
三
年
六
月
条

一�

、
六
月
、
御
舞
臺
御
作
事
被　

仰
付
〔
西
方
ニ
樂
屋
通
道
廊
下
出
来
〕、
惣

奉
行
寺
西
藤
左
衛
門
〔
御
用
人
〕、
御
作
事
奉
行
芝
山
甚
五
右
衛
門
、
御

證
御
用
内
藤
頼
母
〔
津
田
市
正
被　

仰
付
候
處
、
市
正
病
気
、
知
多
郡
湯

治
仕
候
ニ
付
、
頼
母
被　

仰
付
〕、
御
能
了
迄　

元
禄
六

一
六
九
三

四

二
十
五

光
友
、
隠
居
し
、
綱
誠
、
家
督
を
嗣
ぐ

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
六
年
四
月
二
十
五
日
条

一�

、
四
月
廿
五
日
、
於
江
戸
、
上
使
阿
部
豊
後
守
殿
〔
正
武
〕・
戸
田
山
城
守

殿
〔
市
買
邸
御
出
〕、　

泰
心
公
御
出
合
、
御
願
之
通
御
隠
居
被
仰
出
、
宰

相
様
へ
御
家
督
被　

仰
出
、

六

十
一

友
著
（
光
友
子
息
、
大
蔵
・
但
馬
守
）、
二
之
丸

か
ら
三
之
丸
の
屋
敷
へ
引
き
移
る

「
御
日
記
」
元
禄
六
年
六
月
十
一
日
条

一�

、
大
蔵
殿
江
先
達
而
御
屋
鋪
地
被
進
、
今
日
右
御
屋
敷
江　
　

御
引
移
有

之

十

二
十
六

光
友
、
尾
張
へ
帰
国
し
直
に
御
隠
居
所
へ
入
る

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
六
年
十
月
十
八
日
条

一�

、
十
月
十
八
日
、
大
殿
様
江
戸
御
発
駕
〔
東
海
道
〕、
雲
州
様
御
同
道
、
御

供
ハ
竹
腰
美
濃
守
・
玉
置
市
正
・
阿
部
縫
殿
、
同
月
廿
六
日
、
尾
州
御
着

座
、
直
ニ
御
隠
居
所
江
御
移
徙
、（
後
略
）

元
禄
七

一
六
九
四

─

─

二
之
丸
西
鉄
御
門
土
橋
石
垣
修
補

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

尾
州
名
護
屋
城
二
丸
西
之
門
土
橋
石
垣
崩
候
付
而
、
築
直
事
、
絵
図
・
書
付

之
通
、
得
其
意
存
候
、
如
元
修
補
可
被
有
之
候
、（
後
略
）

元
禄
八

一
六
九
五

正

二
十
六

綱
誠
、
本
丸
へ
巡
覧
し
直
に
天
守
へ
入
る

「
御
日
記
」
元
禄
八
年
正
月
二
十
六
日
条

一�

、御
家
督
以
後
、初
而　

御
本
丸
江
被
為　

成
、直
ニ
御
天
守
江
被
為　

入
、

畢
而
黒
御
門
前
馬
場
江　

渡
御
、
御
馬
方
之
輩
乗
馬　

御
覧
有
之
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元
禄
十
二

一
六
九
九

六

五

綱
誠
、
江
戸
に
て
逝
去

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
十
二
年
六
月
八
日
条

一�

、
六
月
八
日
暁
、
一
文
字
到
着
、
泰
心
公
去
ル
五
日
未
下
刻
御
逝
去
之
由
、

（
後
略
）

六

十
八

梅
小
路
、
名
を
梅
昌
院
と
改
め
御
下
屋
敷
へ
引
き

移
る

「
御
日
記
」
元
禄
十
二
年
六
月
十
八
日
条

一
、
梅
小
路
様
御
名
今
日
梅
昌
院
与
御
改
御
下
屋
敷
江
御
引
移
有
之

七

十
一

吉
通
、
家
督
相
続

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
十
二
年
七
月
十
一
日
条

一
、七
月
十
一
日
、
於
江
戸
、
御
家
督
被　

仰
出
候
付
、（
後
略
）

─

─

三
之
丸
内
水
道
修
補

「
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
寫
」（「
瑞
龍
院
様

御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」
所
収
）

尾
州
名
古
屋
之
城
三
丸
之
内
水
道
損
候
付
而
、
土
居
掘
之
、
水
道
伏
直
、
如

元
被
築
立
度
旨
、
絵
図
・
書
付
之
通
、
得
其
意
存
候
、
修
補
被
有
之
候
様
可

被
申
達
候
、（
後
略
）

元
禄
十
三

一
七
〇
〇

十

十
六

光
友
、
名
古
屋
に
て
逝
去

『
瑞
龍
公
実
録
』
元
禄
十
三
年
十
月
十
六
日
条

一�

、
十
六
日
拂
暁
、
御
即
世
、
御
注
進
一
文
字
出
、
御
家
中
追
々
御
觸
、（
後

略
）

・
本
年
表
は
十
七
世
紀
の
名
古
屋
城
二
之
丸
に
関
連
す
る
出
来
事
を
中
心
に
収
録
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
例
外
も
あ
る
。

・
本
年
表
は
今
和
泉
大
・
堀
内
亮
介
が
作
成
し
た
。

・
典
拠
史
料
原
文
に
お
い
て
、〔　

〕
は
割
注
・
小
文
字
、〈　

〉
は
挿
入
、
／
は
段
落
替
え
の
改
行
を
示
し
、
ま
た
欠
字
は
一
字
空
け
、
平
出
は
二
字
空
け
と
し
た
。

・
典
拠
史
料
の
所
蔵
元
・
書
誌
情
報
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
刊
本
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
句
読
点
等
の
表
記
で
一
部
修
正
し
た
箇
所
が
あ
る
。

「
御
日
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）、「
旧
事
帳
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）、「
金
府
紀
較
」（『
名
古
屋
叢
書
続
編　

第
十
三
～
十
六
巻　

金
城
温
古
録　

第
一
～
四
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、

一
九
六
五
～
六
七
年
、
以
下
『
金
城
温
古
録
』、「
御
城
編
後
帙
二　

二
之
丸
御
内
証
部
」
引
用
文
）、『
源
敬
様
御
代
御
記
録　

第
一
～
五
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
五
～
一
九
）、「
圀
秘
録　

御
天
守

御
修
復
留
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）、「
寺
社
志
」（『
金
城
温
古
録
』「
御
城
編
之
七　

御
奥
部
」
引
用
文
）、「
将
軍
家
光
公
御
上
洛
之
記
」（『
徳
川
礼
典
録　

上
巻
』
尾
張
徳
川
黎
明
会
、

一
九
四
二
年
）、「
瑞
龍
院
様
御
代
奉
書
并
御
書
付
類
之
寫
」（『
瑞
龍
公
実
録
』
所
収
）、『
瑞
龍
公
実
録
』（
八
木
書
店
、
二
〇
二
二
年
）、「
駿
府
記
」（『
当
代
記　

駿
府
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
九
五
年
）、「
大
工
頭
中
井
家
文
書
」（
高
橋
正
彦
編
『
大
工
頭　

中
井
家
文
書
』
慶
應
通
信
、
一
九
八
三
年
）、「
竹
腰
文
書
抄
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）、「
当
代
記
」（『
当
代
記　

駿
府
記
』

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
）、『
徳
川
実
紀　

第
二
篇
』〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
〉（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
〇
年
）、「
徳
川
美
術
館
所
蔵
文
書
」（『
愛
知
県
史　

資
料
編
二
一　

近
世
七　

領

主
一
』
愛
知
県
、
二
〇
一
四
年
）、「
那
古
野
府
城
志
」（『
名
古
屋
叢
書　

第
九
巻　

地
理
編
（
四
）　

名
古
屋
府
城
志　

尾
張
徇
行
記
（
一
）』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
三
年
）、「
尾
州
御
留

守
日
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）、「
古
田
家
の
記
録
抜
書
」（『
金
城
温
古
録
』「
三
之
丸
編
之
三　

東
照
宮
部
」
引
用
文
）、「
編
年
大
略
」（『
名
古
屋
叢
書
第
四
巻　

記
録
編
（
１
）』
名
古
屋
市

教
育
委
員
会
、
一
九
六
二
年
）、「
羅
山
先
生
文
集
」（
京
都
史
蹟
會
編
『
羅
山
林
先
生
文
集　

第
一
・
二
』
平
安
考
古
學
會
、
一
九
一
八
年
）




